
　令和7年産の「銀河
のしずく」を作付けす
るには、事前の登録が
必要です。申請書類は、県のホー
ムページからダウンロードでき
ます。JA出荷分はJAが取りま
とめて申請しますので、農家ご
との申請手続きは不要です。
▼申請期限　12月 13日㈮午
後5時まで
▼申請窓口　役場2階産業観
光課（019-611-2617）

　毎月、入会希望者などに向け
て同センターの仕組みなどを説
明する場を設けています。
　入会の方法や仕事の内容など
を知ることができます。また、
説明会以外でも同センター会員
の仕事のことなど、お気軽にお
問い合わせください。
▼対象　おおむね60歳以上の
健康で働く意欲がある方
▼日時　毎月第3水曜日（祝日
の場合は翌日）午前10時

　障がいをお持ちの方に自動車
運転免許の取得に必要な費用の
一部を助成します。なお、自動
車運転免許取得前に申請が必要
です。詳細はご相談ください。
▼対象者　①または②の方
①身体障害者手帳をお持ちで等
級が1～4級の方
②療育手帳をお持ちの方
▼助成額（1人当たり）　自動車
運転免許の取得に要した費用の
3分の2の額（上限50,000円）

※広告は広告主の責任で掲載し、町が内容などについて推奨するものではありません。

 屋内飼育に努めましょう 

 不妊去勢手術をしましょう 

 飼い主が分かるようにしましょう 

 野良猫への無責任な餌付けは× 

 最後まで責任をもって飼いましょう 

●記事タイトル、担当部署など、問い合わせ先の順に記載
●町主催は部署名を記載　例：税務課、町民環境課、福祉課など

　自衛官採用試験を行います。
試験会場など、詳細はお問い合
わせください。
▼募集種目　自衛官候補生
▼受付期間　11月26日㈫～令
和7年1月8日㈬
▼試験日　 Web試験  Web試験 1月13
日㈪～17日㈮内で1日指定
 口述試験・身体検査  口述試験・身体検査 1月18日㈯
▼応募資格　採用予定年月の1
日現在で18歳以上33歳未満の
男女（学歴・資格は問いません。
32歳の方はご相談ください。）

　各案に意見がある方は、縦覧
期間中にそれぞれ、意見書を提
出できます。提出方法はお問い
合わせください。
市街化区域・市街化調整区域変更案
▼期間　12月10日㈫～24日㈫
の平日午前9時~午後5時
▼場所　県都市計画課、盛岡広
域振興局土木部、盛岡市都市計
画課、滝沢市都市政策課、矢巾
町道路住宅課
▼問い合わせ　県県土整備部都
市計画課（019-629-5889）
 用途地域・地区計画案 
▼期間　12月9日㈪～23日㈪
の平日午前8時30分～午後5時
▼場所・問い合わせ　役場2階
道路住宅課（019-611-2622）

　国民年金保険料を納
付することが経済的に
困難な場合は、本人か
らの申請によって、保険料が全
額免除または納付猶予、または
一部免除（4分の1、半額、4分
の3）になる制度があります。免
除区分によっては、老齢基礎年
金の年金額に一定程度反映す
るほか、障害年金や遺族年金の
権利を確保できます。マイナン
バーカードをお持ちの方は、マ
イナポータルを経由して、申請
手続きが可能です。
　詳細は、お住まいの市役所ま
たは町村役場、最寄りの年金事
務所へご相談ください。

　この冬、県外から帰
省される方を対象に岩
手で暮らす魅力をPRす
る「いわておかえりウィンター
キャンペーン」を実施します。
　期間中に県公式X「岩手・移
住|イーハトー部」をフォロー
し、キャンペーンポストをリポ
ストした方の中から抽選で「い
わて牛五ッ星」などの県産品を
プレゼントします。県外のご家
族やご友人にぜひお知らせくだ
さい。
▼期間　12月21日㈯～令和7
年1月20日㈪

帰省客に県産品が当たる
キャンペーン

県定住推進・雇用労働室（019-629-5588）

【国民年金】保険料の
免除、納付猶予の制度

ねんきんネット（0570-003-004）【自衛官候補生】
採用試験を実施

自衛隊岩手地方協力本部（019-641-5191）

【盛岡広域都市計画】
各種変更案の縦覧
各問い合わせ先へ

防災など

暮らし・制度・手続き

町交通指導員は有償ボラン
ティアで、各種活動は生活に支障
のない範囲で取り組めます。詳
細はお気軽にお問い合わせくだ
さい。
▼募集人員　6人
▼募集要件　①町内在住で、制
服（町が貸与）を着用しての交通
安全活動に従事できる方 ②年
齢不問（定年なし） ③法令・規律
を遵守し、品行方正な方
▼募集期間　随時募集。定員
（20人）になり次第終了。
▼任期　2年。本募集において
採用された方は、令和8年3月
31日までとなります。
▼謝礼　年額160,000円とな
るほか、交通安全教室などの活
動に従事した際には、1回当た
り3,000円を支給
▼業務内容　朝、夕の通勤、通
学時間帯の街頭指導や、春、夏、
秋、冬の交通安全運動期間中の
交通安全啓発活動、町内小学校、
保育園などで開催する交通安全
教室への参加

　岩手県よろず支援拠点（いわ
て産業振興センター内）は国が
設置した「無料の経営相談所」で
す。事業者の経営課題解決に向
けてアドバイスを行い、売上拡
大や事業再構築などについて、
チームで相談者を支援していま
す。利用回数に制限はなく、相談
は面談を盛岡で実施のほか、リ
モートでも対応しています。
　些細な相談でも構いません。
ぜひご活用ください。

地域の安全を守る
町交通指導員を募集

総務課防災安全室（019-611-2708）

経営に関する困りごとを
ご相談ください

岩手県よろず支援拠点（019-631-3826）

【銀河のしずく】作付け経営体
登録申請を受付中です

盛岡広域振興局農政部（019-629-6599）

シルバー人材センター
入会説明会を開催中

町シルバー人材センター（019-698-1236）

【障がいをお持ちの方向け】
自動車運転免許取得費用の助成
福祉課（019-611-2573）
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矢巾町役場　開庁時間  平日午前8 時30 分～午後5 時15 分
〒028-3692 岩手県紫波郡矢巾町大字南矢幅第13 地割123 番

※広告は広告主の責任で掲載し、町が内容などについて推奨するものではありません。

 屋内飼育に努めましょう  屋内飼育に努めましょう 
　屋外は猫にとって、感染症や
交通事故、猫同士のけんか、予
測しない繁殖、迷子など多くの
危険があります。猫の安全を守
り、近隣とのトラブルを避ける
ため、屋内で飼育しましょう。
 不妊去勢手術をしましょう  不妊去勢手術をしましょう 
　猫は繁殖力が強く、管理を怠
るとあっという間に増えてしま
います。手術をしていなかった
ために多頭飼育に陥り、管理で
きなくなる「多頭飼育崩壊」が
問題になっているため、飼い始
めたらすぐに動物病院に手術時
期を相談してください。
 飼い主が分かるようにしましょう  飼い主が分かるようにしましょう 
　迷子や災害に備え、首輪にあ
なたの連絡先を書いた名札を着
けましょう。首輪が外れた場合
に備え、マイクロチップ（個体
識別番号を記録したICチップ）
を埋め込む方法もあります。
 野良猫への無責任な餌付けは×  野良猫への無責任な餌付けは× 
　野良猫にエサを与えるとその
場所に居つき、排せつなどで近
隣とトラブルになる恐れがあり
ます。エサをあげる以上、あな
たが手術を施したり、周りに迷
惑をかけないよう排せつ物も回
収しなければなりません。
 最後まで責任をもって飼いましょう  最後まで責任をもって飼いましょう 
　ペットの命が終わるまで、世
話することが原則です。猫の年
齢や病気などを理由に手放した
りしてはいけません。万が一飼
えなくなったら、新しい飼い主
を探しましょう。事前に引き取
る方を決めることも大切です。

猫の命を守る
関わり方を考えましょう
町民環境課（019-611-2506）

生活のさまざまな悩みごと、困りごと
専門の窓口へ相談してみませんか？

各相談窓口の連絡先へ

火災・救急の件数 

10月の件数（  ）内は１月からの累計
■火災発生 1件（ 2件）
■救急出動 92件（942件）

※盛岡南消防署矢巾分署提供

 町内の交通事故・違反状況 

10月の件数（  ）内は１月からの累計
■物損事故 66件（582件）
■人身事故 7件（ 33件）

■交通事故死者 0人（ 0人）
■交通事故負傷者 8人（ 39人）
■飲酒運転検挙者数 1人（ 3人）

※紫波警察署提供

019-611-2724

■毎週水曜日は町民環境課、税務
課、福祉課、こども家庭課、健康
長寿課の窓口を午後 7時まで延長
します。
≪取り扱い業務…各種証明書の交
付、戸籍の届け出、転入転出、国
民健康保険、国民年金、児童手当、
納税相談 など≫

分野分野 内容内容 役場担当課役場担当課
または関係機関または関係機関 連絡先連絡先

児童

児童手当、児童扶養手当、特別児童扶養手当

こども家庭課

019-611-2772

保育所、認定こども園、児童館、子育て支援 019-611-2773

18 歳までのこども・家庭のこと 019-611-2831

保健

こころの健康 福祉課 019-611-2574

各種成人健診、健康相談
健康長寿課

019-611-2835

予防接種 019-611-2832

妊産婦・こどもの健康 こども家庭課 019-611-2826

教育
小学校、中学校 学校教育課 019-611-2647

社会教育など 文化スポーツ課 019-611-2851

戸籍 戸籍手続きなど 町民環境課 019-611-2502

環境衛生 ごみ、リサイクル、犬の登録・抹消 町民環境課 019-611-2501

生活困窮
生活保護など 福祉課 019-611-2574

生活費など、暮らしで困っていること 福祉課 019-611-2574

年金・医療費
国民年金 町民環境課 019-611-2502

国民健康保険、後期高齢者医療など
（保険税・保険料は除く） 健康長寿課 019-611-2823

人権・住民相談 人権相談
全般的な住民相談など 福祉課 019-611-2571

税金 納税相談（国民健康保険税、介護保険料、
後期高齢者医療保険料を含む） 税務課 019-611-2526

高齢者

総合相談 町地域包括支援センター 019-611-2855

介護保険（保険料は除く） 健康長寿課 019-611-2833

認知症相談 町地域包括支援センター
（えんじょいセンター） 019-697-5570

障がい者 総合相談
障がい者福祉の手続きなど 福祉課 019-611-2572

福祉・生活全般
無料法律相談
総合相談

生活困窮世帯への貸付など
町社会福祉協議会 019-611-2840
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